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新予防給付のイメージ（藁）

○新予防給付の対象となるサービスは、

①介護保険法に基づく既存の居宅サービスを再評価・再構築し、新たにメニュー化したサービス
②市町村モデル事業において実施されるメニュー（筋トレ、栄養改善等）のうち、介護予防効果が認められた
もの　　から構成される。

○具体的なサービスの内容については、去る8月5日に設置された「介護予防サービス評価研究委員会」の下

に設置予定の「介護予防サービス開発小委員会」における検討を経て、本年度末までに成案を得る予定。



の摘隣

○醐－ビスlよ要絹猷態・要弐膜状鞠こいたる背景の分析がなされないまま、状態の利こ着目して損供され

ている。

○艶醐護1といっナ鰯渡者二ついてlよ損供されるサービ孔は単品メニュ丁ガ沐半であり、その内磨亀

虫離適職懐手執臓塘嶋が高くなっている。
0こうしたサービ淵よ蜘ごっながっていない（刊兢燥を示していなしやとの指摘がなさ
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※実態としてl£鞄甜＝対するケアプラン

の内容は大半がい東ゆる単品プランで表

り、サービス内容も以下のサービスが殆と

である。

。蜜離護
。適所介護（入浴・鰯

。福祉用県貸与風吋笥

」
■

」
廟
　
　
　
」
■
．
t
．
1

要介護状態等二いたる直接的原因
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個グラム提供のイメージ（薫I
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介護予防サービスの現状と課題

○現行制度で高齢者に対し介護予防の観点から提供されているサービスとしては、介護保険法に基づく予防給付に

併せ、市町村事業として行われている「介護予防・地域支え合い事業」や「老人保健事業」のサービスがある。

○しかし、これらのサービスについては、

①制度・事業の一貫性や連続性に欠け、対象者に空白や重複がある、

②サービス内容に統一性がなく、各職種間の連携も十分でない、

③対象者のニーズ・状況に関する的確なアセスメントや、サービスの結果に対する適切な評価が行われていない。

老人保健事業　機能訓練等　（ヘルス事業）

介護予防地域支え合い事業　転倒予防教室　筋力トレーニング事業等
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予防給付 介護保険　介護給付（適所リハビリ等）



制度改革後の介護予防システムの肇（イメージ）（薫）

要介護状態になる前の段階から、要支援、要介護1程度までの高齢者について、統一的な体

系の下、連続的・効果的な介護予防サービスを提供する総合的なシステムを構築。

地域支援事業（仮称）の創設
現行の老催事業、介護予防・地
域支え合い事業を見直し、効果
的な介護予防サービスを提供す
る地域支援事業（仮称）を創設

水際作戦の実施
高齢者の生活機能が低下
するポイントを捉えて集
中的に予防対策を実施。
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新予防給付の創設
要支援、要介護1程度までの
軽度者に対する給付を見直
し、新予防給付を創設。

・・．．．　　介護給付

総合的な介護予防システム
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新予防給付の提供



介護予防重点推進寧評価委員会の仕組み

親委員会（介護予防サービス評価研究委員会）

介護予防スクリーニング
手法検討小委員会

介護予防対象者の
スクリーニング手法の
開発
サービス利用と心身
の状況の分析

など
活用

■
介護予防モデル事業の進行管理
スクリーニング手法の評価
介護予防サービスの効果評価
介護予防マネジメント手法の評価

市町村モデル事業
支援小委員会

※3つの小委員会は互いに連携を図りつつ検討を進める。

－1ト

介護予防サービス

司　開発小委員会

打
軒
m

既存のサービスの評価と
再編成

新たな介護予防サービス
の開発

介護予防マネジメント手
法の検討

モデル事業の評価検証

など

市町村が行う介護予防モ
デル事業の支援
専門家の派遣、相談・調
整等
職員研修プログラムの
開発



介護予防サ叫ビス評価研究妻鼻会について

1．目的

0要支援や要介護1などの軽度の要介護者が全国的に大きく増加する

中、介護保険制度の見直しにおいては、介護予防の観点から、軽度

の要介護者に対して、「介護予防アセスメント→介護予防プログラム

の実施→再アセスメント」という一連の流れの中で効果的な介護予

防プログラムを提供していくことが重要な課題となっている。

0このため、介護保険制度の見直しに向けて、平成16年度からは、

スクリーニング手法に関する調査研究、市町村のモデル事業などを

実施し、その成果をいかして、介護予防対象者のスクリーニング手

法や介護予防サービスの開発を進めることとしているところである

0「介護予防サービス評価研究委員会」は、これらの調査研究やモデ

ル事業について、その成果の評価・検証、課題分析などを行い、効

果的なスクリーニング手法や介護予防サービスの開発に資すること

を目的として開催するものである。

2．＿塵討事項

O「介護予防スクリーニング手法検討小委員会」において開発を行う、

介護予防対象者のスクリーニングに係る手法の検討

O「介護予防サービス開発小委員会」において開発を行う介護予防サ

ービスの評価及び検証

．0「市町村モデル事業支援小委員会」において平成16年度市町村モ

デル事業の結果の評価

3．＿今後のスケジュール

8月5日に第1回委員会を開催し、「介護予防スク1」－ニング手法検

討小委員会」、「介護予防サービス開発小委員会」及び「市町村モデ

ル事業支援小委員会」を設置。以後、3委員会における検討状況を

踏まえつつ、年度内に1～2回程度開催
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介護予防サービス評価研究委員会委員名簿

（敬称略、五十音順）

氏　　　　 名 所　　　 属

井形　 昭弘 名古屋学芸大学学長

池B　 信子 秋日大学匠学部保健学科教授

上田　 敏 （財）日本障害者 リハビリテ ーション協会顧問

太田　 毒城 国立長寿医療センター病院長

関原　 成允 国際医療福祉大学副学長

木村　 隆次 全国介護支援専門員連絡協議会会長

見坊　 和雄 （財）全国老人クラブ連合会副会長

新庄　 文明 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授

高橋　 紘士 立教大学コミュニテ ィ福祉学部教授

高原　 亮治 （財）日本医療機能評価機構副理事長

田上　 豊資 高知県健康福祉部副部長

竹澤　 良子 滋賀県野州町住民福祉部長

辻　 一郎 東北大学大学院医学系研究科教授

津村　 智恵子 大阪府立看護大学看護学部教授

野中　 博 （社）日本医師会常任理事

本間　 昭 東京都老人総合研究所痴呆介入研究グループ参事研究員

山口　 昇 公立みつぎ総合病院病院事業管理者

山崎　 摩耶 （社）日本看護協会常任理事




